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封
建
制
社
会
に
お
け
る
律
令
制
官
位
の
存
在
に
つ
い
て

は
じ
め
に

わ
が
国
の
封
建
制
（
武
家
）

社
会
に
お
け
る
作
令
制
官
位
の
形
式
的
存
在

は
、
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
開
港
に
つ

い
て
は
、
戦
後
に
お
け

る
吉
村
茂
樹
の
大
著
「
同
司
制
度
山
壊
に
関
す
る
研
究
」
の
附
載

・
国
司
制

度
の
遺
車
に
お
い
て
、
一
応
は
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
す
ノ
＼
封
建
制
社

会
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
咋
今
、
改
め
て
、
武
家
社
会
の
一
側
面
を
考
察
す

る
意
味
で
、
こ
の
封
建
制
社
会
の
中
に
占
め
た
律
令
制
官
位
の
形
式
的
存
在

お
よ
び
そ
の
展
開
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
封
建
制
社
会
が
展

開
し
た
鎌
倉
、
室
町、

江
戸
時
代
を
と
お
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
武
家
政
権
を

構
成
し
た
者
の
官
は
併
有
の
傾
向
を
大
別
し
て
み
る
に
、

ω武
家
の
棟
梁
リ

将
軍
は
多
く
京
官
を
帯
し
て
お
り
、

ω国
毎
ま
た
は
地
域
的
な
領
主
層
に
お

い
て
は
、

京
官
を
帯
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
地
方
官
の
帯
有
も
ま
た
顕
著

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
木
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
律
令
制
（
H
公
家
的
）

官
位
の
全
国
的
浸
透
を
念
頭
に
お
き
、
主
と
し
て
、
国
司
制
度
の
形
骸
化
と

の
関
連
で
、
封
建
制
社
会
に
存
続
し
た
地
方
官
名
（
守

・
介
な
ど
）
の
残
映

封
建
制
社
会
に
お
け
る
は
令
制
官
位
の
存
在
に
つ
い
て
（
石
塚
〉

石

塚

栄

現
象
を
考
察
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

京
官
と
地
方
官
は
律
令
官
制
と
し
て
一
体

の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
京
官
名
（
衛
門
・
兵
衛
な
ど
）
に
つ
い
て
も

（

1
） 

多
少
は
言
及
す
る
。

、王－－－－R

” （
1
）
官
位
相
当
H
官
職
制
一
覧
（
読
史
備
要
所
収
）
五
三
六
｜
五
三

七
頁。

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

鎌
倉
時
代

封
建
制
社
会
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
戦
後
の
蓄
積
さ
れ
た
研
究
業
績
の
成

果
と
し
て
、
今
日
で
は
、
そ
の
崩
芽
期
を
国
街
領
体
制
下
の
十
世
紀
末
i
十

一
世
紀
段
階
に
設
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
は
、
政
治
の
主
動

権
は
ま
だ
王
朝
貴
族
政
権
が
握

っ
て
お
り
、
こ
れ
に
代
わ
る
封
建
制
武
家
政

権
の
実
質
的
支
配
は
、
や
が
て
、
十
二
世
紀
末
に
登
場
す
る
鎌
倉
幕
府
の
成

立
に
よ

っ
て
始
ま
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
鎌
倉
幕
府
を
出
現
さ
せ
た

有
力
な
領
主
庖
が
律
令
制
官
位
を
帯
有
し
て
い
る
事
実
は
、
ま
さ
に
武
家
政

椎
が
そ
の
出
発
点
か
ら
作
令
制
（
リ
公
家
的
）
官
位
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
陥

四
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法
政
史
学

第
二
十
四
号

を
規
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鎌
倉
聡
府
の
性
格

に
つ
い
て
、
円
以
近
の
研
究
成
果
の
ま
と
め
を
み
り
ふ
と
、

ω寿
永
二
年
間
十
月

宣
旨
に
よ

っ
て
、
朝
廷
か
ら
公
認
さ
れ
た
武
家
政
作
と
し
て
の
東
国
支
配
作

は
、
国
伯
絞
格
を
杭
成
し
て
い
た
京
国
の
在
地
領
主
用
を
御
家
人
に
編
成
す

る
こ
と
で
位
利
し
た
京
国
に
お
け
る
行
政
作
で
あ
っ
た
。

ωこ
れ
ら
の
在
地

領
主
は
、
作
ん
い
制
地
方
行
政
椴
枯
な
い
し
守
進
な
ど
を
媒
介
と
し
て
荘
園
制

機
構
に
属
し
、
そ
の
在
地
領
主
に
よ
る
支
配
は
、
郡

・
郷
・

荘
な
ど

一
定
の

領
域
支
配
を
表
現
す
る
職
の
体
系
の
中
に
位
間
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た

め
、
再
府
は
、
十

一
世
紀
頃
の
王
朝
国
家
体
制
下
に
成
立
し
た
郡
・
郷
・
荘

・
保
を
単
位
に
、
在
地
領
主
肢
に
対
し
、
そ
の
所
領

・
所
職
の
安
情
や
補
任

を
行
な

っ
た
。

ω幕
府
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
地
領
主
も
、
既
存
の
国
家
機
構

や
臓
の
体
系
に
依
存
し
て
お
り
、
幕
府
の
支
配
体
制
は
、
国
街
在
庁
へ
の
支

配
命
令
栓
を
媒
介
と
す
る
統
治
’柏
的
支
配
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府

が
も
っ
と
も
強
い
北
限
を
行
使
し
た
と
推
測
す
る
東
国
に
お
い
て
も
、
朝
廷

の
公
認
を
ね
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

宣
旨
や
院
宣
を
砕
い
肘
支
配
機
構
を
通
じ
て

公
布

・
施
行
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

ωこ
の
よ
う
な
綜

府
の
非
独
立
的
あ
る
い
わ
従
間
的
性
格
は
、
在
地
領
主
用
が
旧
来
の
国
家
機

構
に
依
存
し
、
そ
れ
を
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
階
級
的
利

行
の
立
倣
を
芯
凶
せ
ざ
る
を
ね
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
必
然
化
さ
れ
た
伴
令

的
制
約
で
あ
り
、
こ
の
制
約
は
、
そ
の
後
の
耳
蒲
体
制
に
至
る
ま
で
武
家
政

（

2
） 

作
の
性
格
を
規
定
す
る
こ
と
に
な

っ
た。

ー
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
武
家
政
枚
の
悲
本
的
性
怖
は
、
ま
ず
、
鎌
倉
蒋
府
の
武

家
版
制
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
顕
示
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
幕
府
の
権
力

松
成
の
中
心
は
、

u，
れ
れ
に
に
、
ル
一
わ
聞
い以
下
、
代
々

C
－一ム款
の
糾
誌
に
よ

四

る
征
決
大
将
軍
へ
の
就
任
と
い
う
形
式
で
表
現
さ
れ
た
（
幕
府
の
主
従
制
的

（

3
） 

支
配
の
形
式
的
根
拠
と
い
わ
れ
る
も
の
J。

よ
っ
て
、
こ
の
権
力
者
の
叙

此
・
任
官
を
み
る
と
、

。
川
知
引
は
、
保
一正
三
年
二
月
皇
后
官
権
少
進
に

任
ず
。
ハ
中
略
）
平
治
元
年
十
二
月十
れ
兵
衛
佐
佐
に
任
ず
。

文
治
五
年
正
月
正

二
位
に
叙
す
。
建
久
元
年
十
一
月
大
納
言
に
任
ず
、
右
大
将
を
兼
任
す
。
建

久
三
年
七
月
征
夷
大
将
耳
に
任
ず
。

ov山
川
相
家
は
、
建
久
八
年
十
二
月
従

五
位
上
に
叙
す
、
右
少
将
に
任
ず
。
起
久
九
年
正
月
訟
蚊
柱
介
を
兼
任
す
。

（
中
略
〉
花
治
二
年
十
月
従
三
位
に
叙
す
、
た
ん
似
門
督
に
任
ず
。
（
中
略
）
建

仁
元
年
七
月
従
二
位
に
叙
す
、
紅
一
列
大
将
軍
に
任
ず
。
。
川
尖
’朝
は
、
建

仁
三
年
九
月
従
五
位
下
に
叙
す
、
紅
一
内
大
将
軍
に
任
ず
。
建
仁
三
年
十
月
ホ

兵
衛
権
佐
に
任
ず
。（
中
略
）

元
久
二
年
正
月
加
賀
介
を
兼
任
す
、
右
中
将
に

任
ず
。
（
中
時
）
建
陪
三
年
二
月
7
1
二
位
に
叙
す
。
建
保
二
年
正
月
美
作
権
守

を
兼
任
す
パ
中
略
し
建
保
六
年
十
二
月
右
大
臣
に
任
、
ず
。
ー
と
あ
り
、
そ
の

（

4
） 

略
歴
が
示
す
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
作
令
制
官
牝
の
昇
進
を
誇
示
し
、
そ
の
権

力
者
の
地
杭
を
保
持
し
て
い
る
。

つ
い
き
に
、
執
’
和

・
述
者
の
地
位
を
占
め
、

似
氏
政
’
杭
を
縦
承
す
る
こ
と
で

弘
府
の
尖
質
的
桁
刀
者
と
な

っ
た
北
条
氏
一
門
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
官
位

（

5
） 

を
み
る
。
時
政
（
従
五
位
下
・
述
江
守
）
、
義
時
（
従
四
位
下
・
陸
奥
守
）
、
奈

時
（
従
五
位
上
・

武
蔵
守
）
、
時
一
民
（
従
五
位
下

・
和
松
守
）
、
重
時
（
従
四
仕

上
・

陸
奥
守
）
、
時
盛
（
従
五
牝
下
・

越
後
守
）
、
抗
時
（
正
五
位
下
・

武
蔵

守）
、
時
制
ハ
従
五
枚
上

・
相
松
守
〉
、
長
時
ハ
従
五
付
下

・
武
蔵
守
）
、
時
茂

（
従
五
九
州
一下
・
限
奥
守）
、
政
村

（
従
四
牧
下

・
相
机
守
）
、
時
宗
（
従
五
位

下
・
相
続
守
刊
誌
宗
（
従
王
山
下

・
民一川
守）
、時
村
ペ
従
五
位
下

・
武
蔵
守
）
、

一
一
六
時
合
比
五
位
下

・
日
奥
守
）
、山
（
時
戸川
札
王
い
下

・
い仰
い
竹山
守
」、、
永
時
（
戸
川
山
五
位
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下
・

越
後
守
）
、
宣
時
つ
比
四
は

F
－
一位一
見
守
づ

さ
ら
に
、
時
府
の
評
定
決
（
な
お
、
引
付
決
は
附
す
。
〉
の
う
ち
、
在
職
中

の
時
期
に
お
い
て
、
そ
の
官
位
を
ほ
ぼ
推
測
で
き
う
る
者
は
、
つ
ぎ
の
と
お

（

6
） 

り
で
あ
る
。

嘉
一
嶋
二
年
北
条
明
時
ぺ
比
五
位
上
退
江
守

嘉

松

三

年

三

主

成

俊

グ

加

賀

守

寛
元
二
年

三
好
倫
直

μ

対
同
守

弘

長

元

年

二

階

堂

行

久

正

五

位

下

前

陪

介

文

永

九

年

北

条

教

時

従

五

位

上

必

江

守

建

治

二

年

北

条

実

時

グ

組

後

守

建

治

三

年

北

条

時

村

グ

陸

奥

守

さ
て
、
流
倉
時
代
に
お
い
て
は
、
－
比口
基
ぬ
の
芯
同
怖
を
み
る
に
、
多
く
の
嫌

倉
御
家
人
は
種
々

の
官
名
を
祢
し
て
い
る。

そ
の
官
位
相
当
の
内
訳
は
、

従

五
位
上
か
ら
従
六
位
下
ま
で
に
相
当
す
る
守
・
介
（
国
司
の
呼
称
）
、
お
よ
び

従
六
位
上
か
ら
正
七
位
上
に
相
当
す
る
左
偏
門
吋
・
兵
衛
肘
・
右
衛
門
吋
な

ど
（
京
官
の
呼
称
）
で
あ
り
、
中
で
も
顕
皆
な
も
の
は
守
と
左
衛
門
肘
と
な

（

7
d 

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
御
家
人
の
う
ち
守
凌
で
あ

っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
こ

の
両
者
の
官
名
を
多
く
み
る
。

ま
ず
、
守
で
あ
っ
た
守
謎
の
事
例
を
示
す
と
、
川
山
治
承
四
年
十
月
退
江
守

護
と
な
っ
た
安
田
英
定
は
、ム介、
水
二
年
八
月
か
ら
文
治
六
年
疋
月
ま
で
、
お

よ
び
建
久
二
年
三
月
か
ら
建
久
四
年
十
一
月
主
で
は
返
江
守
で
、
か
っ
、
文

（

8
） 

治
六
年
正
月
か
ら
建
久
二
年
三
片
ま
で
は
下
総
守
で
あ
る
。

ω古
妻
段
、
文

治
三
年
三
月
三
日
条
に
よ
れ
ば
、

尖
浪
守
護
の
大
内
推
義
は
相
模
守
で
あ

る
。

ω承
久
三
年
以
降
、
丹
波
守
護
の
北
条
時
一
貯
は
貞
応
年
間
に
は
相
模
守

封
建
制
社
会
に
お
け
る
は
令
仙
宮
悼
の
存
缶
に
つ
い
て
（
石
塚
〉

で
あ
っ
た
。
凶
徳
治
1
一
刀
応
年
問
、
北
条
時
伸
一は
周
防
守
遣
の
往
時
中
に
円
一

江
守
・
尾
張
守
を
歴
任
し
て
い
る
。
明
正
和
i
正
中
年
伺
、
筑
前
守
護
で
あ

【
ハ
日
－

っ
た
武
藤
貞
経
は
、
筑
後
守
を
称
し
た
こ
と
も
あ
る
。
ー
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
嫌
倉
時
代
に
あ

っ
て
は
、

武
家
国
司
が
輩
出
す
る

一
方
で
、
ま
だ
公
家

国
司
も
多
く
存
在
し
た
。
そ
れ
に
、
こ
の
律
令
制
に
依
拠
す
る
国
司
と、

日

府
が
創
設
し
た
守
護
の
併
仔
は
、
国
務
を
め
ぐ
る
両
者
の
対
立
を
誘
発
さ

せ
、
と
り
わ
け
公
家
国
司
に
対
し
て
は
、
守
護
に
よ
る
国
務
の
妨
害
ま
た
は

、

（

ω）

仙
奪
が
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
国
務
を
め
ぐ
る
武
家
国
司
と
守
護
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
川w建
民
二
年
二
月
、
北
条
時
房
は
武
蔵
守
と
し
て
国
務

条
々
の
興
行
沙
汰
を
行
な
い
、
現
任
国
司
に
よ
る
国
務
執
行
の
原
則
が
武
蔵

国
で
は
存
し
て
い
た。

し
か
る
に
、
延
応
一万
年
六
月
に
至
り
、
こ
の
国
務

は
、
当
時
の
武
蔵
守
北
条
朝
直
の
父
で
あ
る
時
一房
が
行
な
う
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
を
現
任
国
司
か
ら
の
国
務
分
離
現
象
の
端
緒
と
み
る
。
的
貞
応
二
年
頃

か
ら
寛
元
四
年
ま
で
、
越
後
守
で
あ

っ
た
名
越
朝
時

・
光
時
父
子
は
越
後
の

守
護
服
と
国
務
を
併
有
し
て

い
た
が
、
そ
の
後
、
正
嘉一
万
年
に
は
、
当
時
の

連
署
陪
奥
守
北
条
政
村
が
悶
務
を
賜
わ
り
、
一

方
、
同
務
を
分
離
し
た
守
護

（日）

臓
は
名
越
公
時
に
継
承
さ
れ
た
と
い
う
。
ー
な
ど
の
事
例
が
あ
る
。

つ
V

〈二九
、
左
術
門
討
な
ど
で
あ
っ
た
守
主
の
事
例
を
示
す
と
、

（

守

議

人

）

へ

百

名

）

（

国

名

）

佐
々
木
定
綱
左
衛
門
討

長

門
・
石
見

佐

々

木

経

高

中

務

丞

淡

路

・
阿
波

・
土
佐

佐

々

木

盛

綱

兵

衛
肘

伊

予

嶋

津

忠

久

左

衛

門

財

大

隅

・

院

陛

・
日
向

後

藤

基

洞

主

衛

門

財

峰

前

四
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法
政
史
学

第
二
十
四
号

名

越

時

章

式

部

大

夫

筑

後

（ロ）

に
な
る
。
こ
の
ほ
か
、
地
頭
の
事
例
で
は
、
元
肥
年
間
、
伊
賀
凶
壬
生
野
郷

地
頭
職
た
る
宇
都
宮
朝
綱
が
左
衛
門
尉
、
ま
た
、
文
治
年
間
、
信
濃
国
塩
田

（日）

庄
地
頭
職
た
る
嶋
津
忠
久
が
左
兵
衛
尉
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
御
家

人
の
任
官
に
当
っ
て
は
、
そ
の
推
薦
権
は
幕
府
が
握
り
、
一
方
、
任
免
維
は

（

M
） 

朝
廷
が
留
保
し
た
。
ま
た
、
そ
の
叙
位
・
任
官
に
つ
い
て
は
、
「
従
五
位
下
守

越
後
守
源
朝
臣
（
安
田
）

義
貸
」、「
従
五
位
下
行
出
羽
椛
介
藤
原
朝
臣
（
安

（日）

達
）
景
盛
」
の
よ
う
な
官
位
不
相
当
も
多
く
み
ら
れ
た
。

以
上
、
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
お
よ
び
御
家
人
の
官
位
を
み
た
が
、
こ
こ
で
有

力
御
家
人
で
も
あ
る
守
護
に
対
置
さ
れ
る
国
司
H
国
司
制
度
の
推
移
の
概
況

を
平
安
時
代
以
降
に
つ
い
て
み
る
。
ま
ず
、
作
令
官
位
制
度
と
し
て
の
地
方

官

（
守

・
介
・
ほ
・
日
）
に
つ

い
て
は
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
、
地
方
官
の

何
分
を
ね
ら
う
京
官
（
左
大
臣
・
大
納
言

・
蔵
人
・
検
非
違
使
な
ど
）
に
よ

る
兼
任
の
傾
向
が
生
じ
、
そ
れ
ま
で
慣
行
と
な
っ
て
い
た
国
司
の
任
地
へ
の

下
向
さ
え
停
滞
す
る
事
態
と
な

っ
た
。
こ
の
結
果
、
地
方
行
政
の
失
質
的
機

能
は
国
司
か
ら
印
刷
守
所
ま
た
は
目
代
に
変
替
し
、
在
庁
官
人
－胆
の
拾
頭
を
招

き
、
必
然
的
に
、
同
司
は
在
地
か
ら
遊
附
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

律
令
制
官
位
を
布
石
し
た
こ
れ
ら
の
在
庁
官
入
居
の
中
か
ら
、
後
ち
に
、
鎌

倉
御
家
人
が
多
く
輩
出
す
る
。
一
方
、
領
国
知
行
制
下
に
お
い
て
も
、
国
司

の
地
位
は
中
央
政
府
か
ら
の
直
接
任
命
で
は
な
く
、
王
朝
白
抜
た
る
知
行
主

の
推
薦
に
基
づ
く
任
命
形
態
に
変
化
し
た
。
要
す
る
に
、
こ
の
間
可
制
度
の

（時）

崩
壊
は
封
建
制
社
会
へ
の
移
行
現
象
で
も
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
平
安
末
期

（口
）

以
降
、
こ
の
全
国
的
知
行
国
の
私
領
化
傾
向
の
中
か
ら
、

源
頼
朝
が
依
拠
し

た
領
国
知
行
制
什
間
引
仰
分
間
も
創
出
さ
れ
た
正
つ
い
て
、
ぬ
倉
時
代
に
入

四
回

る
と
、
幕
府
が
創
設
し
た
守
護
地
頭
制
の
伸
長
に
よ
っ
て
、
領
国
知
行
制
も

京
鎖
し
た
。
こ
の
た
め
、
当
然
、
国
司
の
国
務
も
一
段
と
守
護
の
た
め
に
圧

迫
さ
れ
、
本
来
の
国
司
制
度
は
完
全
に
行
き
詰
り
の
様
相
を
呈
し
た
。
か
く

て、

こ
の
国
司
制
度
の
崩
壊
を
象
徴
す
る
律
令
制
官
位
の
形
式
化
、
す
な
わ

ち
、
中
世
公
家
官
制
の
武
家
社
会
へ
の
浸
透
は
、
さ
ら
に
南
北
朝
期

i
室
町

時
代
を
と
お
し
て
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

註（
2
）
工
藤
敬
一

「
鎌
倉
幕
府
と
公
家
政
権
」
（
詩
庄
日
本
史
第
二
巻
所

収
）
一
一
一
一
一
ー
ー
二
四
九
頁。

（
3
）
佐
藤
進
一
「
室
町
幕
府
諭
」
（
岩
波
講
座
日
本
歴
史
第
七
巻
所
収
〉

七
頁
。

（
4
〉
新
校
群
書
類
従
第
三
巻
、
補
任
部
玉
、
「
将
軍
執
権
次
第
」
四
六
！

六
四
頁
。

（
5
）
同
前

（
6
）
前
掲
書
、
制
任
部
六
、「
関
東
評
定
い
い
」
七
三
l
一
O
六
日
。

（
7
）
吾
妻
鋭
人
名
考
（
吾
妻
鋭
集
僻

ω所
収
）

一
ー
ー
凶
一

頁。

（
8
）
吾
妻
鏡
（
新
一
訂
増
補
国
史
大
系
）
治
承
四
年
十
月
廿
一
円
、
建
久

五
年
八
月
十
九
日
条
。

（
9
）
佐
藤
進
一
「
増
訂
鎌
倉
げ
が
府
守
護
制
度
の
研
究
」
一
一
二
一

l
一一一一

二
五
、
一
七
七
l
一
七
八
日
、
二一

四
百
。

（
叩
）
佐
藤
氏
前
掲
書
一
八
九
頁
。

（
日
〉
佐
藤
氏
前
掲
書
六
二
｜
六
三
日
、
二
一
四
一
二
六
頁
。

（ロ）

K
口
書
官
能
建
久
一
四
年
十
二
月
廿
目
、
．
t
治
二
年
八
月
二
円
、
建
仁

三
年
間
月
六
日
、
九
月
川
口
、
安
山
一
二
年
五
円
十
六
い
、
仁
治
二
年
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六
月
十
六
円
、
八
月
廿
五
日
条
。

（
日
）
五
口
妻
鏡
元
信
元
年
五
月
廿
四
日
条
。

（
M
）
吾
妻
鋭
元
暦
元
年
八
月
十
七
日
、
文
治
二
年
正
月
三
日
条
。

鎌
倉
遺
文
三
六
号
。
ま
た
、
偽
文
書
と
さ
れ
る
鎌
倉
遺
文
四
四
三

号
、
四
四
四
号
に
は
、
地
頭
職
の
工
藤
祐
経
が
左
衛
門
尉
と
な

っ
て

い
る
。

（
日
）

吾
妻
鏡
建
久
凹
年
十
一
月
廿
八
日
、
寛
治
二
年
五
月
十
八
日

丸木。

（
vm
〉

吉
村
茂
樹
「
国
司
制
度
崩
壊
に
関
す
る
研
究
」

（汀
〉
鎌
倉
幕
府
に
先
行
し
た
過
渡
期
平
氏
政
権
（
平
氏

一
門
）
も
領
国

知
行
制
に
依
拠
し
て
い
る
。

室
町
時
代

こ
の
国
司
と
守
護
と
の
併
存
関
係
は
、
さ
ら
に
南
北
朝
期
i
室
町
時
代
に

お
け
る
守
護
に
よ
る
分
固
形
成
過
程
の
中
で
展
開
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
建

武
政
権
で
は
基
本
的
政
策
の
一
つ
と
し
て
、
公
家
を
国
司
に
任
じ
、
武
士
を

（

Mm） 

守
護
に
補
す
る
こ
と
を
決
め
た
が
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
前
代
以
来

の
守
護
に
よ
る
国
司
か
ら
の
国
務
の
杭
奪
（
と
く
に
公
家
国
司
の
後
退
）
と

い
う
時
勢
の
推
移
を
少
こ
し
で
も
阻
止
す
る
こ
と
に
あ

っ
た。

し
か
る
に
、

そ
の
結
果
は
、
公
家
国
司
を
国
毎
に
再
確
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
建
武
政
梓

（
公
家
）
の
立
場
で
守
護
の
地
位
を
改
め
て
是
認
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
た
め
、
建
武
政
権
の
挫
折
後
に
お

い
て
、
国
務
を
め
ぐ
る
両
者
の
同
化
現

象
、
と
く
に
守
一
一
訟
の
国
司
化
な
い
し
は
武
家
国
司
の
急
伸
は
、
一
方
で
公
家

同
寸
の
存
在
を
減
少
せ
し
め
、
他
方
で
守
訟
の
世
襲
化
お
よ
び
そ
の
数
か
悶

封
建
制
社
会
に
お
け
る
律
令
制
官
位
の
存
在
に
つ
い
て
（
石
坂
）

の
兼
帯
を
基
礎
と
す
る
守
護
（
大
名
少
の
出
現
を

h

つ
な
が
し
た
。
こ
れ
が
守

護
領
国
制
ま
た
は
守
護
体
制
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
守
護
お
よ
び
在

地
領
主
層
を
基
礎
に
第
二
の
武
家
政
権
た
る
室
町
幕
府
が
確
立
し
た
。
と
こ

ろ
で
、
室
町
幕
府
の
職
制
は
、
さ
き
の
鎌
倉
幕
府
の
守
護
と
し
て
の
地
位
を

（初
）

基
盤
と
し
、
南
北
朝
期
を
克
服
し
た
足
利
氏
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
。
よ

っ

て
、
ま
ず
、
こ
の
権
力
者
足
利
尊
氏
な
ど
の
将
軍
の
叙
位

・
任
官
を
略
述
す

る
と
、
。
足
利
尊
氏
は
、
元
応
元
年
十
月
従
五
位
下
に
叙
し
、
治
部
大
輔

に
任
ず
。（
中
略
）
元
弘
三
年
八
月
従
三
位
に
叙
し
、
左
兵
衛
督
の
ま
ま
、
武

蔵
守
を
兼
任
す
。
元
弘
四
年
正
月
正
三
位
に
叙
す
。
建
武
元
年
九
月
参
議
に

任
、ず
。
建
武
二
年
八
月
征
夷
大
将
軍
に
任
ず
。（
中
略
〉
建
武
三
年
権
大
納
言

に
任
、ず
。
建
武
五
年
八
月
正
二
位
に
叙
す
。
。
足
利
義
詮
は
、
建
武
二
年

四
月
従
王
位
下
に
叙
す
。
（
中
略
）
貞
和
三
年
四
月
従
四
位
下
に
叙
す
。
観
応

元
年
八
月
参
議
に
任
じ
、
左
中
将
を
兼
任
す
。
延
文
元
年
八
月
従
三
位
に
叙

す
。
延
文
三
年
十
二
月
征
夷
大
将
軍
に
任
ず
。
延
文
四
年
二
月
武
蔵
守
を
兼

任
す
。
貞
治
二
年
正
月
権
大
納
言
を
兼
任
す
。（
中
略
）
貞
治
六
年
正
月
正
二

位
に
叙
す
。

。
足
利
義
満
は
、
貞
治
五
年
十
二
月
従
五
位
下
に
叙
す
。
貞
治

六
年
十
二
月
正
五
位
下
に
叙
し、

左
馬
頭
に
任
ず
。
応
安
元
年
十
二
月
征
夷

大
将
軍
に
任
ず
。

応
安
六
年
十
一
月
参
議
に
任
じ
、

左
中
将
を
兼
任
し
、
従

四
位
下
に
叙
す
。
（
中
略
）
康
暦
二
年
正
月
従
一
位
に
叙
す
。
永
徳
元
年
七
月

内
大
臣
に
任
ず
。
永
徳
二
年
王
月
左
大
臣
に
任
、ず
。
永
徳
三
年
正
月
源
氏
長

者
と
な
り
、
将
大
学
院
淳
和
院
等
別
当
に
任
ず
。
永
徳
三
年
六
月
准
三
宮
の
宣

下
あ
り
。
応
、
水
元
年
十
二
月
太
政
大
臣
に
任
ず
。｜
（
足
利
義
持
以
下
の
将
軍

は
附
す
。
〉
ー
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
武
家
政
権
を
象
徴
す
る
足
利
義
尚

の
公
家
化
現
象
は

Y
Y時

の
れ
困
と
凶
術
領
の
構
造
的
な
同
質
化
、
お
よ

四
五
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止
政
史
学

叩
帰
一
一
ー

γ
四

ロザ

四
六

び
、
そ
の
両
者
を
筑
陪
し
た
出
府
の
公
田
支
配
に
立
脚
し
た
幕
府
の
性
格
、

な
ら
び
に
、
そ
の
中
に
存
在
す
る
荘
凶
領
主
的
な
将
軍
の
荘
園
体
制
へ
の
依

存
を
顕
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
時
代
に
お
け
る
守
護
へ
大
名
）
の
そ
れ
ぞ

（川竺

れ
の
時
期
の
官
名
を
み
る
。

ω
管
領
の
地
位
に
あ

っ
た
守
護
（
大
名
）
の
事
例

（
時
期
）
（
守
護
人
）
（
官
名
）

応

安

四

年

細

川

頼

之

武

蔵

守

応

永

十

二

年

斯

波

義

教

左

兵

衛

督

正

長

元

年

斯

波

義

浮

左

兵

衛

佐

嘉

吉

二

年

岳

山

持

国

左

衛

門

江

口

文

安

二

年

細

川

勝

元

右

京

大

夫

究

正

五

年

白

山

政

長

尾

張

守

守
護
（
大
名
）
の
事
例

（
時
期
）
（
守
護
人
）
（
官
名
）
（
国
名
〉

府

応

元

年

高

師

秋

土

佐

守

伊

勢

崎

応

二

年

土

岐

頼

透

弾

正

少

弼

尖

波

矧

応

二

年

亦

松

範

資

信

波

守

摂

津

康

安

元

年

斯

波

氏

頼

左

衛

門

佐

若

狭

嘉

吉

元

年

大

内

持

世

修

理

大

夫

周

防

嘉
吉
元
年

山
名
持
立

た
衛
門

佐

陥

磨

さ
ら
に
、
守
護
の
官
・
位
に
つ

い
て
の
事
例

（
時
期
〉
（
守
護
人
）
（
位
階
〉
（
官
名
）

疋

平

七

年

細

川
顕
氏

従
川
江
川
一
下
注
奥
守

（ロ）（！~ 

応

永

二

年

期

ば

義
将

正
阿
佐
下
行
街
門
脅

応

仁

元

年

渋

川

義

禿

従

五

位

下

在

衛

門

佐

（
お
）

明

応

五

年

赤

松

政

則

従

三

位

左

京

大

夫

天

文

五

年

武

田

晴

伝

従

五

仇

下

大

膳

大

夫
（
部
）

天

文

十

年

大

内

恰

病

院

従

三

位

左

京

大

夫

以
上
、
守
護
（
大
名
）
に
ふ
れ
た
が
、
そ
の
性
格
は
、
荘
園
体
制
の
否
定

者
で
も
、
国
街
在
庁
体
制
の
否
定
者
で
も
な
く
、
荘
園
領
主
の
た
め
に
荘
閣

を
請
け
負
い
、
国
街
在
庁
の
た
め
に
国
向
領
を
請
け
負
う
者
で
あ
っ
て
、
そ

（
訂
）

れ
は
荘
悶
体
制
と
国
街
体
制
の
守
り
人
と
い
う
点
で
将
軍
の
性
格
と
共
通
す

る
。
ま
た
、
幕
府
法
H
建
武
式
目
第
七
条
で
は
、
「
守
護
職
者
上
古
之
吏
務

也
、
国
中
之
治
否
只
依
一
一
此
職
一
、
尤
被
v
補
一
一
器
用
一
者
、
可
v
叶
一
一
撫
民
之
儀
一

乎
」
と
あ
っ
て
、
守
護
の
本
来
的
な
性
格
を
国
司
的
な
も
の
と
規
定
し
て
お

り
、
こ
の
点
か
ら
も
守
護
ハ
大
名
）
に
よ
る
律
令
制
（
H
中
世
公
家
官
制
〉

（
犯
）

官
名
の
呼
称
は
、
観
念
的
に
も
、
将
軍
か
ら
み
た
守
護
吏
務
観
の
反
映
と
し

て
存
在
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
当
時
に
お
け
る
守
護

（
大
名
〉
へ
の
成
長
条
件
（
例
え
ば
、
守
護
大
名
の
大
内
義
弘
も
、
伝
統
的

な
国
街
在
庁
機
構
を
支
配
す
る
周
防
介
世
間
況
を
基
礎
と
し
た
。
〉
と
も
関
連
す

（
却）

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
律
令
制
官
位
が
武
家
社
会
に
展
開
し
た
歴
史

的
基
調
は
、
武
家
政
権
が
先
駆
的
な
平
氏
政
権
ま
た
は
鎌
倉
幕
府
以
来
、
武

家
権
力
の
合
法
性
の
強
化
の
た
め
、
既
存
の
主
朝
国
家
か
ら
そ
の
権
力
を
分

割
奪
取
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
窓
図

に
反
し
て
、
鎌
倉
幕
府
自
体
の
権
力
強
化
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
守
護
地

頭
制
を
と
お
し
て
、
地
方
行
政
機
構
ま
た
は
荘
園
領
主
の
支
配
か
ら
在
地
勢

力
を
解
放
す
る
と
い
う
事
活
を
招
き
、
こ
の
在
地
勢
力
の
領
主
化
は
地
域
的
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分
権
化
を
促
進
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
室
町
時
代
に
な
る
と
、
そ
の

分
椎
守
刀
か
一
北
川
崎に
と
し
た
守
主
ヘ
大
名
）
、
そ
れ
を
北
目
す
る
足
利
将
軍
と
の

関
係
に
お
い
て
、
室
町
ヰ
府
支
配
体
制
が
実
現
し
た
。
し
か
る
に
、
依
然
と

し
て
、

王
朝
国
家
権
力
の
伝
統
日
律
令
制
官
位
に
よ
る
武
家
支
配
は
強
く
、

（
初
）

そ
の
官
位
授
与
は
社
会
的
な
身
分
牒
説
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
た
め

に
、
南
北
朝
朋
の
内
乱
過
程
の
中
で
、
こ
の
官
位
問
題
は
武
家
に
よ
る
官
名

の
乱
用
に
発
展
す
る
。
そ
の
例
が
、
正
平
七
年
に
お
け
る

ω長
井
備
前
守
、

土
屋
備
前
守
、
島
田
備
前
守
。

ω畠
山
上
野
介
、
河
越
上
野
介
、
曽
我
上
野

介
、
石
浜
上
野
介
、
白
洲
上
野
介
。
ま
た
、
延
文
三
年
に
お
け
る
川
安
東
信

濃
守
高
康
、
市
訪
信
濃
守
、
海
老
名
信
濃
守
、
入
代
信
濃
守
、
山
代
信
濃

守
、
赤
松
信
濃
守
詮
泊
。

ω二
階
堂
但
馬
守
秀
則
、
小
串
但
馬
守
詮
衡
、
荒

（
紅
）

川
但
馬
守
。
ー
な
ど
に
み
る
同
一
官
名
の
復
数
的
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
は
守

護
に
よ
る
国
務
支
配
の
現
実
の
透
影
で
あ
る
国
司
の
無
意
味
性
を
如
実
に
示

す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
守
護
（
大
名
）
の
分
国
体
制
下
に
お
け
る
在
地
勢
力
と
の
関
係

で
、
当
時
の
守
護
代
、
地
頭
、
被
官
（
こ
の
中
に
は
、
と
き
に
守
護
代
・
地

（
勾
）

一
環
も
存
し
た
。
〉
、
お
よ
び
、
室
町
時
代
に
な
っ
て
拾
頭
し
て
き
た
国
人
層
に

（
お
）

つ
い
て
も
、
そ
の
事
例
を
み
る
。

ω
守
護
代
の
事
例

（
時
期
）

明
徳
二
年

応
永
三
年

文
明
十
年

文
明
十
二
年

（
守
護
代
）

遊
佐
国
長

武
団
長
盛

山
川
回
以
定

斉
藤
利
膝

（
官
名
）

河
内
守

左
近
将
監

大
和
守

越
前
守

（
国
名
）

河
内

若
狭

尾
張

美
濃

封
建
制
社
主
に
お
け
る
律
令
制
官
位
の
存
在
に
つ
い
て
（
石
塚
）

文
明
十
三
年

地
一
回
の
事
例

（
時
期
ゾ

貞
和
五
年

制
応
二
年

永
享
七
年

被
官
の
事
例

（
時
期
）
（
被
官
人
）
（
官
名
）

宝

徳

二

年

遊

佐

河

内

守

享
徳
三
年

除

谷

兵

衛

尉

文

正

元

年

一

宮

左
京
亮

応

仁

元

年

石

川

佐

渡

守

応

仁

元

年

多

賀

豊

後

守

国
人
、
国
衆
な
ど
の
事
例

（

時

期

）

（

在

地

人

）

（

官

名

〉

（

区

分

）

永

正

元

年

松

田

頼

重

左

衛

門

大

夫

国

人

天

文

十

年

木

沢

長

政

左

京

売

住

人

天

文

十

五

年

三

宅

国

村

出

羽

守

国

衆

天

文

十

五

年

池

田

信

正

筑

後

守

国

衆

弘

治

二

年

成

田

長

安

中

務

丞

国

人

な
お
、
南
北
朝
期
以
降
の
全
国
的
な
内
乱
過
程
お
よ
び
室
町
幕
府
の
出
現

に
よ
る
守
護
分
国
形
成
の
中
で
、
数
多
く
の
国
司
が
そ
の
国
務
を
守
護
の
た

め
に
横
奪
さ
れ
て
、
歴
史
上
か
ら
姿
を
消
し
た
が
、
一
応
、
室
町
時
代
を
と

お
し
て
、

戦
国
期
に
至
る
ま
で
残
存
し
た
公
家
国
司
（
こ
の
時
点
で
は
、
そ

i甫
上
則

同

（
地
頭
人
）

島
津
忠
兼

佐
々
木
経
氏

狩
野
家
澄

(C) q当

長
作
守

山

（
官
名
）

二工
t
m判
明
J
叫
同

〉
｛
f
t

丘
二
割
討

J
f
l 

円

H
口
司
え
ず

rs

h
M反子
F
J

一、一

（
所
在
地
）

播
磨
国
布
施
郷

備
前
国
野
田
弥

加
賀
国
福
田
圧

（
守
護
と
の
関
係
）

白
山
被
官
人

細
川
被
官
人

細
川
被
官
人

一
色
被
官
人

京
極
被
官
人

四
七
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法
政
史
学

第
二
十
四
号

の
性
格
は
武
家
国
司
と
変
ら
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
）
の
少
な
い
事
例
を
参
考

（お）

ま
で
に
示
す
と
、

永
正
七
年
土
佐
国
司
一
条
侍
従
一
民
冬

元
亀
元
年
飛
騨
国
司
姉
小
路
中
納
言
自
制

元
亀
元
年
伊
勢
国
司
北
畠
中
将
具
教

の
コ
一
国
司
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
国
末
期
の
激
し
い
抗
争
の
中
で
、
伊
勢
国

司
は
天
正
四
年
に
、
土
佐
国
司
は
天
正
九
年
に
飛
騨
国
司
は
天
正
十
三
年

（お）

に
、
そ
れ
ぞ
れ
滅
亡
し
て
い
る
。
一
方
、
武
家
国
司
の
事
例
に
は
、
天
文
十

（幻）

二
年
に
駿
河
国
司
の
今
川
刑
部
大
輔
氏
親
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
以
上
の
よ
う
な
室
町
時
代
1
戦
国
期
の
展
開
を
と
お
し
て
守
護

（お）

（
大
名
）
に
代
わ
っ
て
出
現
し
た
戦
国
大
名
の
事
例
を
み
る
に
、

永

正

十

六

年

北

条

氏

綱

左

京

大

夫

相

模

天

文

二

年

毛

利

元

就

右

馬

頭

安

芸

永

禄

五

年

織

田

信

長

上

総

介

尾

張

が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
戦
国
大
名
の
一
許
価
に
お
い
て
は
、
守
護
分
国
体
制

下
の
守
護
代
・
国
人
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
在
地
領
主
用
か
ら
出
自
し
た
者
が
多

く
（
守
護
の
系
譜
に
な
る
戦
国
大
名
の
武
田
・
今
川
・
島
津
な
ど
は
例
外
と

み
る
。
）
、
従
来
の
荘
間
体
制
H
国
街
在
庁
機
構
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
で
、

独
自
の
地
域
的
権
力
を
構
成
し
、
十
品
薄
体
制
下
の
近
陛
大
名
の
先
駆
的
役
割

を
果
し
た
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
戦
闘
大
名
も
、

依
然
と
し
て
、
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
律
令
制
官
位
（
リ
中
世
公
家
官
制
〉
の

存
在
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
c

｛証
（

叩

M
L

こ
の
政
策
は
、
そ
れ
ま
で
の
制
一
川
め
裕
一
任
制
を
改
め
て
、
円
司
の

四
八

下
向
赴
任
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
が
、
現
実
に
は
造
任

形
式
が
多
く
、
在
地
支
配
は
目
代
な
ど
が
実
際
に
は
行
な
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

ま
た
、
高
坂
好
「
赤
松
円
心
・
満
祐
」
（
人
物
叢
書
）
三
六
頁
に
よ

れ
ば
、
後
醍
醐
天
皇
の
政
治
に
お
い
て
国
司
制
度
の
復
活
が
行
な
わ

れ
た
が
、
存
続
さ
れ
た
守
護
制
度
と
の
関
係
は
問
題
で
あ
っ
た
。
諸

国
に
復
活
さ
れ
た
国
司
の
多
く
は
、
権
力
を
も
た
ぬ
公
卿
が
任
ぜ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
国
で
は
、
実
力
の
あ
る
守
護
の
存
在
に

意
味
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
播
磨
国
の
場
合
、
守
は
公
家
の
園
基

降
、
介
は
武
家
の
新
田
義
貞
、
守
護
は
赤
松
円
心
と
あ
る
＠

さ
ら
に
、
外
山
幹
夫
「
建
武
政
府
・
室
町
幕
府
初
の
守
護
に
つ
い

て
」
（
日
本
歴
史
二
八
二
号
）
で
は
、
建
武
政
権
下
の
守
護
の
権
限
を

説
明
し
て
、
守
護
は
国
司
の
下
働
き
で
あ
る
と
の
解
釈
に
ふ
れ
て
い

る。

（
凹
）
田
沼
陸
「
室
町
幕
府
と
守
護
領
国
」
（
講
座
日
本
史
第
三
巻
所
収
）

八
五
i
八
九
日
。

（
却
）
佐
藤
氏
前
掲
書
「
三
河
L
「
上
総
」
の
項
（
四
八
四
九
日
、
六
七

ー
六
八
一
頁
。
）

（
紅
）
足
利
家
官
位
記
（
群
書
類
従
第
三
巻
所
収
）
六
五
l
七
二
日
。

（
辺
）
臼
井
信
義
「
足
利
五
満
」
（
人
物
叢
書
）
凹
七
l
五
O
一只。

（
お
）
杉
山
陣
「
守
護
領
国
制
の
展
開
」
（
宕
波
講
座
日
本
歴
史
第
七
巻
所

収
）
九
三

Hc

田
川
氏
前
同
書
九
二
円
。

後
鉱
（
新
一
川
川
制
問
史
大
系
）
ぃ
ル
安
川
年
十
什
什
向
日
条
、

f

M

L 

ほ
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カ

（
お
）
後
鑑
明
応
五
年
間
二
月
廿
九
日
先
に
は
、
つ
い
－一
待
人
仏
大
納
一一一一日

許
一
。
赤
松
左
京
大
夫
上
階
事
被
二
下
知
＼
此
儀
依
－一
何
事
一
判
一
一一朝坑一

品
。
尤
不
審
。
於
」一武
家
輩
一
者
。
武
向
。
岳
山
之
外
者
υ

北ハ例不一一

打
任
一
敗
。
三
管
領
輩
。
細
川
猶
求
一
上
階
一
。
然
今
度
乙
儀
。
不
v
引い一

民
意
一者
也
。

｜
l
点
差
目
、
明
応
五
年
後
二
月
廿
九
日
、
従
四
校
下

源
政
則
朝
臣
、
｛
且
v
叙－
一従
三
位
一。
」
と
あ
る
。

（
お
〉
武
田
晴
信
、
大
内
義
隆
は
守
護
の
系

v

消
で
あ

っ
た
が
、
災
質
的
に

は
戦
国
大
名
で
あ
る
。

ま
た
、
後
鑑
の
天
文
五
年
五
月
十
六
日
条
に
は
、
「
大
内
左
京
大
夫

義
隆
上
泊
。
任
一
一
太
宰
大
弐
二
依
v
献
一
一
御
即
位
料
足
一也。
」
と
あ

っ

て
、
平
安
時
代
以
来
の
官
位
売
官
に
よ
る
公
家
の
財
制
獲
得
の
風
潮

を
示
し
て
い
る
。

（
幻
）
杉
山
氏
前
掲
書
一
一
七
日。

（
お
）
建
武
式
目
追
加
法
（
佐
膝
・
池
内
一湖
、
中
世
法
制
史
料
集
第
二
巻

所
収
〉
建
武
五
年
後
七
月
廿
九
日
付
。

佐
藤
氏
前
掲
書

「
室
町
！
」

一
六一只
、
一
九
日
。

（
却
）
杉
山
氏
前
掲
書
八
八
頁
。

（
ぬ
）
佐
藤
氏
前
掲
書
「
室
町
！
」
二
五
百
、
一
一
真
。

（
況
）

後

鑑

五

千
七
年
間
二
月
十
六
日
、
十
七
日
、
廿
一
日
、
延
文
三

年
十
二
月
廿

一
日
、
廿
二
日
条
。

（m
M
）

北
爪
異
佐
夫

「
国
人
領
主
制
の
成
立
と
展
開
」
（
講
座
日
本
史
第
三

巻
所
収
）
一
一
七
l
一
一
八
一月

杉
山
氏
前
掲
書
八
五
貝
、
九
一

i
九
二
頁
、

封
建
制
社
会
に
お
け
る
律
令
制
行
怯
の
存
在
に
つ
い
て
（
石
塚
）

一C
O
日。

（
お
）
後
鑑
明
徳
二
年
十
二
月
十
九
日
朱
、
ほ
か

u

（
担
）
後
鉱
弘
治
元
年
九
月
条
ハ
こ
れ
に
は
、
刊
作
と
し
て
、
熊
谷
伊

五
守
、
天
野
紀
初
守
、
香
川
十
江
川
肋
な
ど
の
記
仮
が
あ
る
。
〉

（
お
）
後
錯
、
木
正
七
年
十
二
月
廿
九
日
条
、
ほ
か
。

（
お
）
市
村
氏
前
向
計
十
一
日
七

O
五
l
七
O
八
氏
。

（
幻
）
後
銀
天
文
十
二
年
九
月
条
。

（
お
）
後
鋭
、
氷
正
十
六
年
八
月
条
、
ほ
か
。

（
鈎
）
杉
山
氏
前
拘
書
八
四
l
八
六
日
。

四

江
戸
時
代

歴
史
的
に
は
、
封
建
制
武
家
政
校
は
作
令
制
王
朝
臼
家
か
ら
の
枚
方
奪
取

と
い
う
手
段
に
よ

っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
従
来
の
律

令
制
官
位
の
存
在
が
不
必
要
と
な

っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現

失
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
依
然
、
武
家
社
会
に
お
い
て
も
、
そ
の
存
在
を

誇
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
こ
の
官
位
授
与
の
権
限
は
、

古
代
伴
令
制
権
力
の
継
承
と
し
て
、
朝
廷
を
中
心
と
す
る
公
家
政
梓
お
よ
び

そ
の
後
継
者
に
よ

っ
て
担
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
と
き
に
は
、
公
家
は
自

己
の
財
耐
を
獲
伴
す
る
た
め
に
、
武
家
を
対
象
と
す
る
売
官
行
為
さ
え
行
な

っ
て
い
る
。
一
方
、
武
家
が
伝
統
的
な
官
位
を
帯
有
し
た
の
は
、
非
支
配
階

級
を
精
神
面
で
屈
服
さ
せ
る
手
段
に
利
用
す
る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
官
伎
の

獲
得
お
よ
び
昇
進
に
は
積
極
的
で
あ

っ
た
。
こ
の
場
合
、
武
家
に
対
す
る
官

名
と
し
て
は
、

一
般
に
、
国
司
お
よ
び
そ
れ
に
相
当
す
る
京
官
が
与
え
ら
れ

た
が
、
こ
れ
は
全
く
形
式
の
み
で
、
従
来
は
規
定
さ
れ
て
い
た
任
期

・
得
分

も
現
反
面
で
適
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
武
家
の
主
体
は
守

凹
ブL
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法
政
史
学

第
二
十
四
日
マ

護
服

・
地
頭
職
、
ま
た
は
、
守
護
大
名

・
戦
国
大
名
と
し
て
の
領
国
支
配
に

あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
く
て
、
店
閤
体
制
な
ら
び
に
国
街
体

制
を
完
全
に
否
定
し
た
戦
国
大
名
問
の
抗
争
を
と
お
し
て
、
全
国
統
一
が
推

進
さ
れ
、
山
川
旧
信
長
（
天
王
五
年
、
右
大
医
）
、
豊
臣
秀
古
（
天
正
十
四
年
、

太
政
大
臣
）
に
よ
る
武
家
政
権
が
出
現
し
、
つ
い
で
、
江
戸
川
峠
府
が
徳
川
家

康
の
手
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
い
わ
ゆ
る
近
世
封
建
制
社
会
の
確
立
で
あ
る

が
、
そ
の
職
制
の
構
成
者
を
み
る
に
、
そ
こ
に
も
は
へ
い
川
（
H
中
世
公
家
官

制
）
の
官
伎
が
存
続
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
民
落
体
制
の
頂
点
に
位
抗
す
る
将
軍
徳
川
氏
の
叙
位
・
任
官
を

み
る
に
、

。
徳
川
家
康
は
、
永
禄
九
年
十
二
月
三
河
守
に
任
、ず。（
中
略
）

一川
亀
二
年
正
月
従
五
位
上
に
叙
す
。
（
中
陥
〉
院
長
元
年
五
月
正
二
位
に
叙

す
、
内
大
巨
に
任
ず
。
一
岳
、
長
七
年
正
月
一
位
一
位
に
叙
す
。
慶
長
八
年
二
月
征

夫
大
将
訴
に
任
、
ず
。
元
和
二
年
三
月
太
政
大
臣
に
任
ず
。
。
徳
川
秀
忠

は
、
天
正
十
五
年
八
月
従
五
杭
下
に
叙
す
、
蔵
人
頭
に
任
ず
。
（
中
略
）
慶
長

八
年
十
一
月
有
近
衛
大
将
、
有
馬
寮
御
監
を
兼
任
す
。
慶
長
十
年
四
月
征
夷

大
将
軍
に
任
ず
、
正
二
位
に
似
す
、
内
大
臣
に
任
ず
。
寛
永
三
年
九
月
太
政

大
臣
に
任
ず
。
。
徳
川
家
光
は
、
元
和
六
年
九
月
従
二
位
に
叙
す
、
権
大

納
言
に
任
、
ず
、
元
和
九
年
三
月
石
近
衛
大
将
、
右
目
川
寮
御
監
を
兼
任
す
。
元

和
九
年
七
月
征
夷
大
将
軍
に
任
ず
、
正
二
位
に
叙
す
、
内
大
臣
に
任
ず
。
寛

永
三
年
九
月
左
大
臣
に
任
、
ず
。
ー
（
徳
川
家
制
以
下
の
将
軍
は
略
す
。
）
！
と

（
幼
）

な
る
。さ

ら
に
、
こ
れ
を
諸
部
の
大
名
に
つ
い
て
み
る
。

ω
寛
保
二
年
の
役
職
別
に
よ
れ
ば
、

老
中
リ
松
一
千
伊
一口土
寸
信
況

（七
一江戸

3

五
O

松
平
左
近
将
監
乗
邑
（
六
万
石
）

本
多
中
務
大
輔
忠
良
（
五
万
石
）

土
岐
丹
後
守
頼
捻
ハ
三
万
五
千
石
）

老
中
格
H
松
平
右
京
大
夫
婦
貞
（
七
万
二
千
石
）

（
以
上
は
、
従
凶
位
侍
従
で
あ
る
。
）

若
年
寄
リ
本
多
伊
予
守
忠
統
（
口
万
石
）
←
一

万
五
千
石
か
。

西
尾
隠
岐
守
忠
直
（
二
万
五
千
石
）

板
倉
佐
渡
守
勝
治
（
一
万
五
千
石
）

（
以
上
は
、
従
五
位
下
で
あ
る
。
）

高
家

Hω
長
沢
壱
岐
守
資
規
（
一
千
四
百
石
）

同
級
田
淡
路
守
信
倉
（
二
千
石
）

前
田
隠
岐
守
玄
長
（
一
千
四
百
石
）

堀
川
兵
部
大
輔
広
益
（
五
百
石
）

け
大
沢
丹
波
守
基
朝
（
三
千
五
百
石
）

織
田
対
馬
守
信
予
（
二
千
七
百
石
）

前
田
信
浪
守
賢
長
（
一
千
石
）

付
京
極
近
江
守
（
一
千
五
百
石
）

日
野
若
狭
守
資
協
（
一
千
一
百
石
〉

山
良
播
磨
守
（
一
千
石
）

（
以
上
の
う
ち
、

ω従
四
位
上
少
将
、
川
w従
凶
位
上
侍
従
、
け
従
凹

位
下
侍
従
、
付
従
五
位
下
侍
従
で
あ
る
。
）

京
都
所
司
代
H
牧
野
備
後
守
貞
通
（
八
万
石
）

（
以
上
は
、
従
四
位
侍
従
で
あ
る
。
）

寺
桂
奉
行
リ
羽
田
相
模
守
正
売
（
一

O
万
石
〉
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本
多
紀
伊
守
正
珍
（
四
万
石
）

大
同
越
前
守
忠
相
（
一
万
石
格
）

山
名
因
幡
守
豊
就
（
一
万
石
格
）

ー
な
お
、
奏
者
衆
な
ど
は
略
す
。

1

1
（
必
）

ω
明
和
七
年
の
諸
大
名
家
別
に
よ
れ
ば
、

尾
州
H
尾
張
中
納
言
（
従
三
位
・
六
一
万
石
余
、
尾
州
名
古
屋
）
、
松
ヰ
中

務
大
輔
（
従
四
位
少
将
・
三
万
石
、
出
州
駒
野
村
）

紀
州
H

紀
伊
中
納
言
（
従
三
位
・
五
五
万
石
余
、
紀
州
和
歌
山
）
、
松
平
左

京
大
夫
（
従
四
位
少
将
・
三
万
石
、
伊
予
四
条
）
。
松
平
左
兵
衛
佐

（
従
四
位
侍
従
・
一
万
石
、
上
野
矢
田
）

水
戸
日
水
戸
宰
相
（
従
三
位
・
三
五
万
石
、
常
陸
水
戸
）
、
松
平
讃
岐
守

（
従
四
位
上
中
将
・
一
二
万
石
、
讃
岐
高
松
）
、
松
平
大
学
一
頭
公
川
県
川

位
侍
従
・
二
万
石
、
奥
州
守
山
）
、
松
平
播
磨
守
（
従
四
位
侍
従
・
二

万
石
、
常
州
府
中
）
、
松
平
熊
十
郎
（
一
万
石
、
常
州
完
戸
）

前
回
H

加
賀
中
将
（
正
四
位
・
一

O
二
万
石
、
加
州
金
沢
）
、
松
平
出
雲

守
（
凹
品
・
一

O
万
石
、
越
中
富
山
）
、
松
平
備
後
守
ハ
凹
口
山
・
七
万

石
、
加
州
大
聖
寺
）
、
前
田
大
和
守
（
一
万
石
余
、
上
州
七
日
市
）

島
津
H
松
平
薩
一
摩
守
（
七
七
万
石
余
、
薩
州
鹿
児
島
）
、
島
津
淡
路
守
（
二

万
石
余
、
日
向
佐
土
以
）

伊
達
H
松
平
陸
奥
守
（
従
四
位
上
中
将
・
六
二
万
石
会
、
奥
州
仙
台
）
、
回

村
下
総
守
（
三
万
石
、
奥
州
一
の
関
）
、
伊
達
遠
江
守
（
従
四
位
侍

従
・
一

O
万
石
、
伊
予
宇
和
島
）
、
伊
達
和
泉
守
（
三
万
石
、
伊
予
古

田）

細
川
H

（
以
下
、
諸
大
名
の
分
家
を
略
す
ou

封
建
制
社
会
に
お
け
る
律
令
制
官
位
の
存
在
に
つ
い
て
（
石
塚
）

細
川
越
中
守
ハ
従
四
位
少
将
・
玉
四
万
石
、
肥
後
熊
本
）

引い回
H
松
平
筑
前
守
（
五
二
万
石
余
、
筑
前
福
岡
）

浅
厨
H
松
平
安
芸
守
（
従
四
位
侍
従
・
四
二
万
石
余
、
安
芸
広
島
）

毛
利
H
松
平
大
陸
大
夫
（
従
四
位
侍
従
・
三
六
万
石
余
、
長
門
萩
）

鍋
島
H
松
平
信
浪
守
（
従
四
位
侍
従
・
三
五
万
石
余
、
肥
前
佐
賀
）

井
伊
H
井
伊
掃
部
制
一
ハ
三
五
万
石
、
江
州
彦
根
）

松
平
U
松
平
相
模
守
（
従
四
位
下
侍
従
・
三
二
万
石
余
、
因
州
鳥
取
）

藤
堂
H
藤
堂
和
泉
守
（
従
四
位
侍
従
・
三
二
万
石
余
、
勢
州
安
浪
津
）

池
田
H
松
平
内
蔵
一
践
の
批
四
位
侍
従
・
コ
二
万
石
余
、
備
前
同
山
）

越
前
日
松
平
越
前
守
（
従
四
位
上
少
将
・
三

O
万
石
、
越
前
福
井
）

峰
須
賀
H

松
平
千
松
丸
（
二
五
万
石
余
、
阿
波
徳
島
）

山
内
日
松
平
土
佐
守
（
従
四
位
侍
従
・
二
四
万
石
余
、
土
佐
高
智
）

！
な
お
、
有
馬
、
佐
竹
、
上
杉
な
ど
の
諸
大
名
は
略
す
。
｜

（
幻
）

ω
寛
政
九
年
の
国
別
諸
大
名
分
布
状
況
を
み
る
に
γ

在
国
名
と
同
一
官
名

を
有
す
る
大
名
の
事
例
は
少
な
く
、
安
芸
の
松
平
安
芸
守
（
四
二
万
石

余
）
、
肥
前
の
松
平
肥
前
守
（
三
五
万
石
余
）
、
阿
波
の
松
ヰ
阿
波
守
（
二
五

万
石
余
）
、
土
佐
の
松
平
土
佐
守
（
二
四
万
石
余
）
、
讃
岐
の
松
平
讃
岐
守

C
二
万
石
）
、
摂
津
の
安
部
摂
津
守
（
二
万
石
余
）
、
壱
岐
の
松
浦
士
宮
岐
守

（
一
万
石
余
）
、
対
応
の
宗
対
馬
守
（
一

O
万
石
以
上
之
格
）
が
所
見
さ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
諸
大
名
の
官
名
が
完
全
に
呼
称
化
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
、
六
八
か
国
に
二
八
二
家
余

の
諸
大
名
が
配
抗
さ
れ
て
い
る
た
め
、
か
り
に
、
諸
大
名
が
在
国
名
を
冠

し
た
守
を
呼
称
す
る
場
合
、
当
然
、
守
の
官
名
は
数
的
に
重
複
す
る
（
実

際
に
は
京
官
名
も
呼
称
と
な
っ
て
い
る
が
、
）
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

五
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法
政
史
学

第
二
十
四
号

て
、
地
方
官

（
国
司
制
度
の
守
）
系

v

川州
の
呼
称
（
H
在
国
名
と
同
一
官

名
）
の
使
用
は
、
南
北
朝
期
以
降
ヘ
と
く
に
戦
国
期
）
の
封
建
制
社
会
の

展
開
に
よ
る
官
名
の
乱
用
（
こ
の
中
に
は
公
家
の
任
芯
な
売
官
行
為
も
合

ま
れ
る
。
）
と
い
う
歴
史
的
素
閃
に
よ
り
、
制
度
的
に
は
適
用
で
き
な
く
な

っ
て
い
た
。

凶

こ
こ
で
、
版
本
に
つ
い
て
も
み
る
。
寛
保
二
年
の
勘
定
奉
行
は
、
水
野

対
出
守
忠
伸

（
一
千
九
百
石
）
、
木
下
伊
賀
守
信
名
（
一
千
二
百
石
）
、
神
谷

（

H
H
） 

志
摩
守
文
敬
（
五
百
石
〉
、
神
尾
若
狭
守
春
英
（
五
百
石
）
で
あ
り
、
か

っ
、

文
政
十
二
年
の
旗
本
で
は
、

一
万
石
以
下
、
五
百
石
以
上
の
旗
本

（
約
一
六

O
O人
）
の
う
ち
、

ω守
を
称
す
る
者
は
約
一
五

O
人
で
、
そ

の
分
布
は
、
横
田
筑
後
守
九
千
五
百
石
、
板
倉
筑
後
守
八
千
石
、
戸
田
安

芸
守
七
千
石
か
ら
、
柳
沢
佐
渡
守
八
百
石
、
小
笠
原
筑
前
守
五
百
石
、
小

嶋
安
芸
守
五
百
石
に
ま
で
及
び
、
そ
の
官
名
の
重
複
状
況
は
、
伊
勢
守
八

人
、
出
芸
守
七
人
、
筑
前
守
七
人
、
大
和
守
六
人
、
佐
渡
守
五
人
、
播
磨

守
五
人
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
倒
京
官
名
を
称
す
る
者
も
数
多
く

、
そ
の
分
布
は
、
本
堂
内
政
助
八
千
石
、
松
平
中
務
少
輔
六
千
石
、
段
上

図
書
助
五
千
石
か
ら
、
松
下
図
書
頭
九
百
石
、
新
見
内
匠
頭
七
百
石
、
進

（
刊
）

山
左
衛
門
尉
五
百
石
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

以
上
、
江
戸
時
代
の
官
位
問
涯
は
、
前
代
の
継
承
と
し
て
完
全
に
形
式
的

に
国
定
化
し
た
。
よ
っ
て
、
大
名
知
行
高
と
官
名
は
無
関
係
で
、
か
っ
、
は

階
と
官
名
の
関
係
も
作
へμ
川
本
来
の
官
位
相
当
の
原
則
か
ら

雌
脱
し
て
い

た
。
し
た
が

っ
て
、
外
以
大
名
の
丸
田
松
平
筑
前
守
五
二
万
石
と
旗
本
の
小

犯
は
筑
前
守
五
百
石
、
お
よ
び
、
泊
代
大
名
の
板
倉
佐
渡
守

一
万
五
千
石
と

抜
本
の
柳
沢
佐
渡
守
入
百
石
と
い
っ
た
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
官
名
の
本
来

五

的
序
列
が
崩
壊
し
た
た
め
、
砕
い
同
職
制
な
ど
を
伏
階
と
結
び
つ
け
る
（
す
な

わ
ち
、
徳
川
御
三
家
な
ど
を
従
三
仇
に
、
老
中

・
所
司
代

・
高
家
衆

・
有
力

大
名
な
ど
を
従
凹
位
に
、
若
年
寄
な
ど
仕
低
五
九
仰
いに
、
そ
れ
ぞ
れ
叙
す
る
。
）

こ
と
で
、
江
戸
時
代
の
武
家
の
序
列
を
構
成
す
る
こ
と
と
な

っ
た。

一証
（

ω） 

徳
川
尖
紀
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
第

一
泊
、
第
二
筋
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
源
氏
三
代
か
ら
徳
川
氏
ま
で
将
軍
莞
後
の
贈

位
贈
官
は
芯
述
を
略
し
た
。

（
担
）
寛
保
武
法
（
渡
旧
二
郎
一
湖
、
徳
川
H
U

併
府
大
名
旗
本
役
職
武
催
、
第

一
巻
所
収
）

（
必
）
袖
珍
武
鑑
（
同
前
）

（
必
）
万
寿
御
武
鑑
（
同
前
）
に
よ
っ

て
、
克
政
九
年
の
国
別
諸
大
名
分

布
の
若
干
例
を
み
る
と
、
摂
津
リ
牧
野
備
前
守
、
保
科
越
前
守
、
安

部
摂
津
守
、
松
平
退
江
守
、
永
井
日
向
守
、

九
鬼
長
門
守
、
青
木
甲

斐
守
。
讃
岐
H
松
平
讃
岐
守
、
京
極
能
登
守
、
京
極
壱
岐
守
が
あ

るつ
ま
た
、
国
別
諸
大
名
家
分
布
放
は
、
陸
奥
一

九
、
出
羽

二
一
、
常

陸
一
二
、
下
町
七
、
上
町
入
、
下
総
入
、
上
総
五
、
安
一
関
三
、
武
政

六
、
相
悦

一、

以
一後一

O
、

佐
渡
｜
、
越
中
一
、

能
登
付
、
加
川口

三
、
雄
前
六
、
若

侠

て

甲

斐

l
、
信
混
一

O
、

飛
騨
パ
円
、

尖
波

八
、
伊
豆
l
、
駿
刈
四、

道
江
三
、＝一
一川
入
、

尾
張
三
、
近
江
九
、

川
勢
八
、
川
口
付
、
志
し
陀
一

、
山
城
内
、
大
和
七
、
摂
津
七
、
川
内

二
、
和
泉
二
、
紀
伊
三
、

汁
波
七
、

汁
後
三
、
日
川
二
、
播
一世一

一
、
淡
路
一
、
凶
時
一
二
、
伯
昌
一
、
出
雲
三
、
石
見
二
、
隠
岐
け
、
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い
に
小
山
三
、
仙
前
一
二
、
倫
中
五
、
陥
没
一
、
安
印
式
二
、
川
防
一
、
長
門

一
二
、
川
波
一
、
出
前
、
一
二
、
伊
予
八
、
土
佐
二
、
筑
前
二
、
筑
後
三
、

曲
目
前
三
、
曲
目
後
七
、
肥
前
一
一
O
、
肥
後
五
、
日
向
問
、
陸
摩
二
、
大

隅
付
、
去
岐
付
、
対
一
山
一
、
で
あ
る
。
（
六
四
か
国
・
山
島
で
二
八
二

＼
h
Jノ

家
余
。
上
品
書
き
は
他
と
の
重
阪
を
示
す
。
こ
の
ほ
か
、
江
戸
城

〆／
l
＼

内
に
大
名
格
の
二
家
が
あ
る
。
）

な
お
、
落
落
体
制
下
の
諸
大
名
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
藤
野
保

「
い
わ
ゆ
る
大
名
一
覧
の
誤
謬
に
つ
い
て
」
（
日
本
歴
史
二
六

O
号）

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
読
史
備
斐
な
ど
の
誤
謬
問
題
を
含
め
て
、
現

時
点
で
は
、
江
戸
時
代
を
一
立
し
た
編
年
方
式
の
詳
細
な
大
名
一
覧

が
存
在
し
な
い
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
便
宜
上
、
前
掲
の
「
徳

川
幕
府
大
名
旗
本
役
職
武
鑑
」
に
所
収
の
武
鑑
を
利
用
し
た
。

ハ
叫
）
寛
保
武
鑑
（
同
前
）

（
伍
）
国
字
分
名
集
（
渡
辺
氏
前
掲
書
、
第
二
巻
所
収
ゾ

五

結
び
に
代
え
て

以
上
、
鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
武
家
政
権
の
展
開
に
と
も
な
う

官
位
問
題
を
み
た
が
（
一
応
、
公
家
的
色
彩
の
濃
い
歴
代
武
家
将
軍
の
官
位

は
別
と
し
て
、
）
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
執
権
北
条
氏
一
門
お
よ
び
評
定
衆

・
引
付
尽
で
は
従
問
位
i
従
五
位
で
守
の
官
名
が
多
く
、
守
護
お
よ
び
御
家

人
で
は
従
六
位
i
正
七
位
の
京
官
名
た
る
左
衛
門
尉
な
ど
が
多
い
。
し
か
る

に
、
室
町
時
代
に
入
る
と
、
守
護
（
大
名
）
に
あ
っ
て
は
従
四
位

t
従
五
位

で
官
名
も
守
の
ほ
か
に
、
京
官
名
の
右
衛
門
督
、
左
衛
門
佐
な
ど
が
顕
著
に

な
り
、
室
町
時
代
後
半
に
は
、
従
三
位
の
守
護
（
大
名
）
も
現
わ
れ
る
。
さ

封
建
制
社
会
に
お
け
る
律
令
制
官
位
の
存
在
に
つ
い
て
（
石
塚
）

ら
に
、
江
戸
時
代
に
降
る
と
、
活
ー
ベ
ク
口
の
中
に
は
、
一
川
一
二
人
い
一
1
r
M
N
んいいで、

そ
の
官
名
も
守
の
ほ
か
に
京

1
名
（
中
和
大
刷
、
十
江
沢
川
山
什
ー
な
ど
）
を
称
す

る
者
も
多
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
傾
向
は
一
惟
史
の
流
れ
で
も
あ
る
公
家

政
権
の
哀
頑
に
対
応
し
て
の
、
武
家
政
権
の
段
階
的
な
発
展
過
程
を
反
映
し

た
官
位
の
下
組
上
と
も
い
う
べ
き
現
朱
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
官
位
の
流
れ

を
、
例
え
ば
、
「
守
」
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
保
有
時
代
に
は
、
領
国
知
行
制
と

の
関
連
で
同
一
国
名
の
守
（
官
名
）
は
一
人
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
が
、
南

北
朝
対
立
の
内
乱
期
に
お
け
る
守
の
重
複
的
官
名
の
出
現
を
契
機
に
、
同
一

国
名
を
冠
し
た
守
の
復
数
的
存
在
も
顕
苫
に
な
り
、
こ
の
守
は
、
前
代
以
来

の
守
護
代
は
と
も
か
く
、
室
町
時
代

t
戦
国
期
に
な
っ
て
、
拾
頭
し
て
き
だ

国
人
・
国
衆
た
る
在
地
領
主
居
の
中
に
も
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
守
護

（
大
名
）
の
分
国
が
守
護
代
・
国
人
な
ど
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
一
国
の
領
域

が
分
割
さ
れ
、
よ
り
地
域
的
な
細
分
化
現
象
を
推
進
す
る
と
、
そ
れ
に
比
例

し
て
、
こ
の
守
も
増
加
す
る
。
か
く
て
、
こ
の
官
名
呼
称
は
江
戸
時
代
の
諸

大
名
（
六
八
か
国
、
二
八
二
の
諸
大
名
家
）
に
も
継
承
さ
れ
、
そ
の
う
え
、

（
鉛
）

旗
本
か
ら
諸
大
名
の
陪
臣
の
呼
称
に
ま
で
普
及
し
た
。
い
う
な
れ
ば
、
こ
の

現
象
は
天
上
人
（
公
家
）
に
対
す
る
天
下
人
（
武
家
の
棟
梁
）
意
識
に
代
表

さ
れ
る
武
家
社
会
の
伝
統
的
劣
等
広
か
ら
生
ず
る
陸
史
的
所
産
で
も
あ
一
ソ

た
と
こ
ろ
で
、
律
令
制
官
位
の
系
譜
を
要
約
す
れ
ば
、
ま
ず
、
古
代
の
律
令

国
家
体
制
下
に
発
足
し
、
中
世
・
近
世
の
封
建
制
社
会
に
お
い
て
前
述
の
よ

う
な
展
開
を
み
せ
、
近
代
国
家
の
明
治
官
制
に
至
る
が
、
そ
れ
に
は
一
貫
し

て
国
家
権
力
を
行
使
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
歴
史
的
役
割
が
与
え
ら
れ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
点
は
、
あ
る
意
味
で
は
現
存
す
る
戦
後
の
叙
勲

五
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法
政
史
学

第
二
十
四
号

制
度
（
昭
和
三
十
九
年
以
降
）
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

註（
必
）
侯
四
則
前
田
家
編
輯
部
「
加
賀
落
史
料
」
第
十
三
編
（
文
政
四
年

i

十
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
前
田
の
家
臣
と
し
て
、
長
甲
斐
守
、
奥
村
伊

予
守
、
前
田
中
務
、
奥
村
内
陪
。
さ
ら
に
は
、
植
目
の
杉
本
瀬
左
衛

門
、
小
谷
兵
左
衛
門
。
村
肝
煎
の
丈
右
衛
門
、
十
左
衛
門
な
ど
の
名

前
が
み
え
る
。

補
註
←

（
註
位
）

明
和
七
年
の
諸
大
名
家
別
の
例
示
で
は
、
二
四
万
石
以
上
の
大
々

名
を
み
た
が
、
参
考
と
し
て
、
三
万
石
以
下
の
小
大
名
に
つ
い
て
み

る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

土
岐
美
濃
守
（
三
万
石
余
、
上
州
沼
田
）

H
寺
社
来
行

板
倉
佐
渡
守
（
従
四
枚
侍
従

・
三
万
石
、
上
州
安
中
）

H
老
中

烏
川
伊
賀
守
（
従
五
位
下
・
三
一
万
石
、
下
野
壬
生
）
日
若
年
寄

秋
月
山
城
守
（
三
万
石
、
日
向
高
鍋
）

田
沼
、
王
殿
頭
（
従
四
位
向
従
・
二
万
石
余
、
遠
州
相
良
）
H
側
用
人

的
山
対
馬
守
（
二
万
石
余
、
勢
州
長
島
〉

水
野
査
岐
守
（
従
五
位
下
・
一
万
石
余
、
一
郎
州
北
条
）
H
若
年
中
川

水
野
出
羽
守
（
従
五
位
下
・
一
万
引
会
、
参
州
大
演
）

H
若
年
守

山
北
部
内
庇
頭
（
一
万
石
、
播
州
林
田
）

柳
生
能
登
守
こ
万
布
、
和
州
柳
生
）

加
納
叶川
一一正
守
（
従
五
仇
下

・
一
万
訂
、
列
川
八
回
）

H
若
年
寄

な
お
こ
山
例
一
川
吉
λ
ゐ
L
r
一
、
北
町
を
有
ト
！
心
苦
は
、
r
川
市
の
在
職

4

ハ」
｜い
め
て

い
乙
に

五
回

前
号

（第
二
十
三
号
）
目
次

非
末
対
露
論
の
動
向
・

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
 

・・・・・・・
・・安

近
世
関
所
の
諸
形
態
・．．．．．
 

継
飛
脚
の
継
立
方
法
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て
・：鶴

継
飛
脚
の
財
源
に
つ
い
て

i
東
海
道
を
中
心
と
し
て
｜

西
周
に
お
け
る
西
欧
哲
学
の
受
詐
と
そ
の
展
閃

「リ
チ
ャ
l
ド

・
コ
ッ
ク
ス
日
記
」
試
訳
合
一）

ー

一
六

一六
年
四
月
か
ら
五
月
ま
で

｜司

刀
川

門

H
H

男

辺

手口

敏

オ三

官
ノ山

本

光

正

/ 

I工

森武
田

万
里
子

主

彦

附
打川

口
史
料
日一川
「
長
川
市
蘭
船
交
易
党
主
」
法
政
大
学
図
書
館
所

政
第
三
川

。
在
昨
は

一
四

i
一
一一二
日刀迄
あ
り
ま
す
の
で
、
訟
政
大
学
史
学
会
宛
に
お

わ
さ
っか
く
だ
さ

ぺ

1

1

‘

，

1
1 
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